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開会 午後 ３時５０分 

 

○工藤日出夫委員長 ただいまから第11回議会改

革特別委員会を開会いたします。 

  議事に入る前に、委員会傍聴についてですが、

本日の委員会の傍聴については、これを許可い

たしますので御了承ください。 

  ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時５０分 

再開 午後 ３時５０分 

○工藤日出夫委員長 休憩を解いて再開いたしま

す。 

  本日の日程につきましては、お手元に配付し

た日程表のとおりでございます。 

  日程第１、閉会中の継続審査に関する件を議

題といたします。 

  令和７年第４回定例会の期日は、12月19日金

曜日までとなっております。本委員会に付託さ

れております議会改革に関する件について、議

長に閉会中の継続審査の申出をしたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、議長に対し閉会中の継続審査の申出

をすることに決しました。 

  続いて、日程第２、中間報告の申出について

を議題といたします。 

  本委員会に付託されております議会改革に関

する件について、審査の経過を本会議に中間報

告いたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 御異議なしと認めます。 

  よって、審査の経過を本会議に中間報告する

ことに決しました。 

  なお、内容については正副委員長に御一任い

ただき、案を作成後、皆様に配付し、御意見を

伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 御了承いただきましてあり

がとうございます。 

  それでは、そのようにさせていただきます。 

  続いて、日程第３、その他についてを議題と

いたします。 

  12月３日から12月５日にかけて開催された各

委員会の協議会において、委員間討議の試行を

行ったと伺っています。健康福祉の髙橋委員長、

建設経済の永井委員長は本委員会にも委員とし

て御出席いただいておりますが、総務文教の報

告を毛呂一夫委員長にお願いしたいと思います

が、それに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 異議なし。 

  では、そのような形で進めさせていただきま

す。 

  委員間討議の報告を求めたいと思います。 

  それでは、高橋委員からよろしくお願いしま

す。 

○高橋 誠委員 では、健康福祉常任委員会協議

会での委員間討議について、以下のとおり報告
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をさせていただきます。 

  日時、令和７年12月５日金曜日、予算決算常

任委員会健康福祉分科会終了後に行いました。 

  場所は、委員会室２。 

  ３番、討議議題につきましては、健康保険証

の存続を求める意見書を国に提出することを求

める請願書を題材に行いました。 

  討議の結果、各委員の意見の変化はございま

せんでしたが、各委員がそれぞれの意見の理由、

考えをより深く理解した上で結論を出すことが

できました。 

  委員間討議を実施しての所感ですが、特別委

員会にて申し合わせた討議内容、討議の方法の

内容ですね、５つの項目について、特に修正す

るべきものはございませんでした。 

  以上、報告します。 

○工藤日出夫委員長 高橋委員より報告をいただ

きました。 

  続いて、永井委員から建設経済常任委員会協

議会の委員間討議の内容について御報告いただ

きます。 

○永井 司委員 それでは、建設経済常任委員会

協議会での委員間討議について御報告をさせて

いただきます。 

  委員間討議を行うに当たり、先ほど、最初に

委員長からテーマは自由に委員会で決めていい

というふうにお話をいただいたんですけれども、

実際のことを想定すると、例えば、請願であっ

たり議案であったり、賛否が分かれるもので特

に有用だというふうに想定を踏まえた上で、請

願を基に討議を行いました。 

  請願については、今定例会に上程されたもの、

議案・請願では特に賛否が分かれそうなものも

ないという判断の上で、架空の請願を用いた上

で討議を行わせていただきました。 

  討議のテーマといたしましては、デマンドバ

スの存続と制度拡充を求める請願という架空の

請願でございます。設定の中では、デマンドバ

スが廃止になって、タクシーの補助に切り替わ

るような議案というか、そういうふうな制度に

なっていく中で、実際にその市民の方からそう

いった請願を出していただいたという架空のテ

ーマを基にいたしました。実際、これはかすみ

がうら市議会なんかであったらしいんですけれ

ども、それを基に、北本市に置き換えてやって

みました。 

  結果についてですけれども、討議前にまず可

否を決めておいてくださいと、その設定を読ん

で、請願の内容を読んで採決するか、採択する

か採択しないかを決めておいてくださいといっ

た状態で討議をしました。その討議をした後に

おいて、可否の結論が変わった委員がおりまし

た。 

  委員間討議を実施しての所感でございますが、

委員間討議においては、討議するべき論点、課

題等を明確にし、優先順位をつけた上で、一つ

一つの論点、課題等に対し討議を行ったほうが

討議内容が明確になり、効果的・効率的である

という所感を持っております。 

  また、議会運営上は賛否の表明については討



－4－ 

論で行うこととなっていると思うんですけれど

も、委員間討議においては、論点、課題等を整

理して、合意形成へ向けた議論の場という前提

で考えますと、ガイドラインの策定するときに

は、委員間討議のときには賛否の意思表示も含

めて自己の意見等を主張できる等と明記して、

全員に明記しておいたほうがいいかなと考えて

おります。 

  また、委員間討議では、各委員が自己の意見

等を述べるとともに、他の委員の意見等を傾聴

することにより新たな気づきが生まれるため、

１つの討議課題において各委員が複数回発言す

ることが望ましいと考えました。 

  討議の中では様々、討議を通した後に様々委

員の方から所感をいただいているところでござ

いますが、大きくこの３点を所感として御報告

をさせていただきます。 

○工藤日出夫委員長 それでは、総務文教常任委

員会の委員間討議についての報告を毛呂議員に

お願いいたします。 

○毛呂一夫総務文教常任委員長 総務文教常任委

員会の協議会において、委員間討議を12月３日、

分科会終了後に行いました。 

  そこのときのテーマは、北本市における通学

路の課題についてということをテーマにしたん

ですけれども、これは、実は、12月６日、その

週の土曜日にＰＴＡ連合会との交流会が文化セ

ンターでありまして、通学路の件や、ＩＣＴ教

育に関する議論、課題とか、そういうのを全部

もうピックアップされていましたので、それを

事前に委員の皆さんに見ていただきながら、通

学路に対しての課題とはこうある、それについ

て、これをどのように持っていこうかという提

案に結びつけていこうということでの打合せを

いたしました。 

  委員間討議を実施しての所感等ですけれども、

まず１点が、委員間討議においては、申出をし

た委員、動議を提出した理由を明確に発表し、

討議内容を具体的に示す必要があるという、当

然、その委員会の中で話をしていますから、そ

こに出てくる議案なり、それから、請願なりい

ろんなものが出てきますけれども、そこで、や

はりその申出をした委員、もしくは議員は、ち

ゃんとこうこうこういう背景でこうだというこ

とで説明をすると。いわゆるその請願に対する

提出議案の賛同議員ですか、そういうような位

置付けでちゃんと内容を示すということですね。 

  あともう一つ、申合せの項にありましたが、

委員間討議は、委員会中原則公開して行うため、

討議時間中は、執行部及び傍聴者はそのまま在

席とするというふうにあるんですけれども、協

議会での検討の結果、ただし書として、ただし、

執行部については必要に応じて委員長が退出す

る許可をすることができるとの文言を付け加え

るのが適当ではないかと。要するに、議案に出

されたもので我々が委員間討議している間に、

そこでまた、その場でそのまま質疑をするので

はなくて、委員会の中で話をしますので、そう

すると30分、もしくは、１時間ぐらいずっと時

間制限なしでやっている可能性ありますんで、
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その間は彼らにはその場にいなくてもいいとい

うようなことで、一時退席を許可してもよいの

ではないかということで、それについては許可

をしようという方向になりました。 

○工藤日出夫委員長 ありがとうございました。 

  それぞれの委員会の御報告をいただきました。

当然、今日出席している委員の皆さんもどちら

かの委員会に関わっていると思いますが、今の

委員長の報告も含めて、この委員間討議につい

てどのような御見解をそれぞれお持ちになった

のか、一言お聞かせいただきたいと思いますが、

滝瀬委員から、いかがでございましょうか。 

○滝瀬光一委員 建設経済の報告の中で、委員間

討議に入る前に賛否を明らかにするというよう

な内容の報告があったように聞こえたんだけれ

ども。 

○工藤日出夫委員長 そんな感じですよね。 

〔「違う」と言う人あり〕 

○滝瀬光一委員 違うのであれば、終わった後に

ちょっと答えてください。 

  それから、総務文教常任委員会での委員間討

議の中で、執行部の退席についてはその委員会

の判断ということでありましたけれども、当初、

この申合せをつくった段階だと、休憩中じゃな

くて継続してその委員会の中でやるので、執行

部提出された議案については執行部もいるべき

だというような形でつくったかと思うんですけ

れども、一方で、請願についてはもともと執行

部は入っていないので、その辺、ただし書はど

うなのかなというふうに聞いておりました。 

○工藤日出夫委員長 今、滝瀬委員から、各委員

長からの報告の中で、聞き取りの中から若干の

疑問点のようなものが今、示されましたが、永

井委員に１点あったように思いますが、いかが

ですか。 

  永井委員。 

○永井 司委員 拙い説明で大変申し訳ありませ

ん。 

  まず、この委員間討議をやった際に、賛否を

まだ明らかにしていなくて、まず、委員間討議

の効果測定をしたかったので、事前に賛否を明

らか、賛否を決めておいてくださいと言っただ

けであって、別に皆さんにその賛否を事前に共

有したわけではございません。 

  所感の中で話させていただいた内容としては、

ある程度のその委員間討議が合意形成という機

能を持つのであれば、そのある程度自分の賛否

を明らかにした上で、自分は賛成するつもりが

あるんだけどじゃないですけれども、そういっ

たような形で、ある程度その合意形成をしてい

くためには、賛否を明らかにしないと難しいん

じゃないかなと感じたというところでございま

す。 

○工藤日出夫委員長 全くそのとおりでして、私

は健康福祉にいて、いわゆる請願の健康保険証

を廃止するというようなことで、ですから、最

初にどなたかが、誰かがこう言って、それは残

すべきではないですかというようなところから

入っていったんで、いや、それ残すのにしては

という、次の委員がそれに対してリアクション
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を起こしていくというような流れですので、今、

永井委員が言ったのも、確認はしないんですけ

れども、最初の発言がもう既に、請願のとおり

じゃないですか、いや、違うんじゃないですか

というところから入っていっているというよう

なやり方もあるので、たまたま滝瀬委員は健康

福祉のほうにいたので、今のがどうかなという

ふうにお考えだったのでしょう。 

  もう一つ、毛呂委員長が報告された部分で、

ただし、その執行部が一時退席が必要、できる

ようなただし書をつけたらどうだといった部分

について今、滝瀬委員から、いや、議案をやっ

ているときには執行部もいるべきではないかと

いうような主旨の御発言ですけれども、その点

についてはどのような議論がありましたか。 

○毛呂一夫総務文教常任委員長 みんなで打合せ

している中で、執行部は確かにいるんですけれ

ども、議案の中で、委員間同士で話し合うとき

には、執行部にその場ですぐ質疑をするという

ことではないので、その間、ずっとその30～40

分かいたままで、その聞き続けているという状

態が、果たしてそれが妥当なのかどうかという

ことで、取りあえず、その委員間でずっと話し

ているとき、それが時間が長引きそうだったら、

実際の我々の打合せの中では１時間ぐらい委員

間の中で打合せやっていましたんで、ですから、

そこでその間、ずっとここに縛りつけておくの

はいかがなものかということで、その状況を見

て、委員長のほうから一時退席認めますよとい

うことで、席を外してもらうことは可能であろ

うというふうに皆さんで結論づけたものです。

ですから、それはただし書に書いたほうがいい

かなということで、このような結論になりまし

た。 

○工藤日出夫委員長 私がとかく何か断定的な話

をするわけにはいかないんですけれども、少な

くとも、議案を基にした委員間討議であれば、

そこは、やっぱり執行部に、何で我々は今委員

間討議をしなきゃならないのかなというような

ことについては、やっぱり確認してもらう必要

があるだろう。それで、その上でやめて、いっ

たん閉じてからまた執行部に質疑しようじゃな

いということになったときに、経過が分からな

い中で質疑だけが来るというのも、果たしてど

ういう形になるのかなというようなことは、毛

呂委員長のお話を伺いながらそんな感じしまし

たけれども、総務文教にいた湯沢委員はどのよ

うな感じで聞いていましたか。 

○湯沢美恵委員 まず、総務文教常任委員会がま

ず一番最初の討議だったので、かなり手探りの

部分はあったんですけれども、本来、委員間討

議をするというのは、まず、１人の委員が動議

を出して、委員間討議をしたいという旨を発す

るわけだから、その出された議案等に関して、

こういうところに疑義があるとか、こういうと

ころに問題があるからこそ皆さんと意見の共有

を含めてしたいからという具体的な内容につい

てまず発して、そのことについて委員間で議論

するということが本来の始まりだろうというこ

とはまず確認をしたというところです。 
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  今、その委員間討議をしている最中に、執行

部についての出席については意見が分かれたと

ころです。いるべきだろうと、再質疑するに当

たって、委員長がおっしゃったように、その途

中の議論が全くない時点での再質疑に関しては、

執行部側としても、何でそのことが質疑された

のかという経過が分からないんじゃないかとい

う意見もありました。なので、最初、執行部は

その間出ていて、いなくてもいいんじゃないか

という意見もあった中で、その中間を取る形で

ただし書にするという方向が示されたというこ

とです。総務文教としてはこういう意見ですよ

ということで、ほかの委員会のところでどんな

議論になるかによってまたそれは決定していく

んだろうから、総務文教としてはただし書で行

けばいいんじゃないかという、そういう話にな

りました。 

  議案そのものについて今回は委員間討議をし

たわけではなかったので、その賛否も含めてあ

るわけじゃなく、ただ、一応、通学路の課題と

いうことで、こんな課題もあるよねというよう

なことについては具体的な話は結構、１時間ぐ

らいできたのではないかというふうに思います。

なので、それだけ長いので、執行部に黙ってそ

こに座っていてもらうのはという話に至ったと

いうところもあります。 

○工藤日出夫委員長 １つは、非常に大事なとこ

ろを毛呂委員長には報告していただいて、今回

のその申合せの関するところで、変える必要が

あるのかないのかというのもこの模擬試行の中

で確認をしたいというのも１つありましたので、

そういう意味で、ただし書ならこういう形がい

いんではないのかという意見があったというこ

とは、それはそれなりに重要な報告だったんだ

ろうなというふうには思います。 

  では、それ以外で、桜井委員は建設経済でし

たか。 

○桜井 卓委員 はい。建設経済で委員会討議参

加させていただきました。 

○工藤日出夫委員長 やった結果、どのようにお

感じになりましたか。 

○桜井 卓委員 八王子市の話を聞いてきたとき

に、10分という制限時間があって、とてもそれ

じゃ終わらないだろうなと思いました。少なく

とも、発言に関しては促さなくても、議員であ

れば幾らでもしゃべれるなというのも感じまし

た。逆に、それがすごく広がり過ぎてしまうの

で、その交通整理をどうするかというのが委員

長の采配が非常に難しいところだろうなと。 

  私のイメージはそこのところ、やはり、広が

り過ぎないようにとか、あるいは、いたずらに

長引かせないようにするために、ある程度その

進め方というのを事細かく決めたほうがいいの

かなというイメージをもともと持っていたんで

すけれども、私が望ましいと思得る進め方がほ

かの委員にとっても同じように感じるとは限ら

ないので、やはり、そこはあまり形をしっかり

定めるのではなくて、そのときの委員長がしっ

かりとプランを持って臨むということが大事な

んだろうなと思いました。 
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  それから、今回は請願ということだったので、

最終的に賛否が分かれるような内容だったのか

なと思います。これが、例えば、その政策形成

だったりとか決議をどうするかとかという話に

なったときには、単純に賛否を決めるだけじゃ

なくて、その後に合意形成を図って、どうやっ

て意見をまとめるかというところが出てくるん

ですね。私、そこの部分が一番難しいと思って

いて、ファシリテーション研修でそこのところ

を聞きたかったんですけれども、実はそこのこ

と、話ってほとんどなかったのが今回のファシ

リテーション研修で、研修の話聞くと、むしろ

話は広がる一方になってしまうような感じがあ

ったんで、そこの部分はこれから大きな課題に

なってくるだろうと。 

  それに当たっては、やはり委員長なり、事務

局にあんまり負担かけるわけにはいかないんで

すけれども、委員長がしっかりとこういうふう

にまとめようという案を持って、それをたたき

台としてやっていくという形でやらなければ、

当然まとまらないだろうなということを感じま

した。当然、しっかりと慎重に審議をするんで

すけれども、その中でも、やっぱり、無駄に長

引かせるということがないようにはどうするか

というのは、本当に委員長難しいなというのを

改めて感じました。 
○工藤日出夫委員長 この間のファシリテーショ

ン研修の中でも、いわゆる委員長が、委員間討

議の場合は委員長がファシリテーターになって

いくんだろうと思うんですけれども、やはり、

ある一定の結論の方向性は自分らの頭の中に入

れながら、今桜井委員がおっしゃったように、

あまり広がりも過ぎてはいけないだろうけれど

も、あまり縮まってしまえば議論が小さくなっ

ちゃうし、広がり過ぎれば、今度はまとめにく

くなります。そこらあたりをどういうふうにし

ていくかというのが、やっぱり、経験していか

ないとなかなか難しい面はあるんだろうなと思

います。 
  小久保委員はどのように感じましたでしょう

か。 
○小久保博雅委員 私も建設経済で、先ほど桜井

委員がおっしゃったように、黙っていてもみん

な意見言って、そういうところではフランクに

やれているかなというのはあったんですけれど

も、ただ、それが自分の意見を出すだけで、例

えば、私が出した意見に対して、委員同士で違

うんじゃないのという、いわゆる本来の討議と

いうのが、キャッチボールというのがほとんど

できなかった。だから、それは、やっぱり委委

員長が相当うまくファシリテーターとしてやっ

ていかなきゃいけないし、それから、各委員も、

初めてのことでしたから、それはちょっとおか

しいんじゃないかということで、慣れてくれば

もう言わなくてもできるようになっていくのか

も分からないけれどもと思うんですけれどもね。 
  とにかく、そこのところを肝に銘じて経験を

積んでいけば、ずっと沈黙している人って、た

しか誰もいなかったと思うんで、どんどん発展

できていくんじゃないかなというのを感じまし
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た。 
○工藤日出夫委員長 多分、その委員間討議また

は議員間討議を、もし、しますよという形にな

ったとすると、やはりそれぞれの、このテーマ

に対してどれだけの知見というか、経験も含め

て、それに対して自分なりの考えや意見という

ものを、ある意味では裏づけになる数字までを

きちんと押さえながら討議していくという形が

本来の形、この間のあの講師の先生がおっしゃ

るようにね。なものなので、そう簡単にいきな

り完成品にはならないなというのは私もそんな

感じがしましたけれどもね。 
  大嶋委員はどんな感想を持ちましたか。 
○大嶋達巳委員 まず、執行部の件ですけれども、

まず、これは委員会の中で質疑終結前ですから、

そういう状況の中で、この委員間討議そのもの、

字面どおりで委員同士の間だけの討議にするの

か、その最中でも、質疑があった場合に執行部

に質疑ができるのかというところをまず決めな

いことには、これは執行部がいる、いないとい

うのは決められないことだと思います。その上

で、工藤委員長言われたように、その討議の内

容を聞いていれば、仮にそこから質疑が出ても

分かりやすいのは当たり前なんですけれども、

仮にそこにいなくても、当然執行部の方々は答

えられますので、必ずしもいる必要性はないだ

ろうと。 
  討議の重要性の一つとして、これは、議論が

最終的に結論なりをやるまでに相当議論した場

合に、場合によっては長くなるかもしれないと。

その間に一切何も発言できないんであれば、こ

れは、働き方改革の点から言っても、ただ置い

ておくよりは、自席に戻って仕事をしていただ

くほうがよっぽど市のためになりますから、そ

ういう意味でいなくてもいいんじゃないかと。

それが不安であれば、傍聴することは可能だと

思いますので、議論を聞きたい執行部の方がい

れば、それは傍聴席に座ることも可能ですから。

これも許可、委員長が許可出す、出さないの部

分もありますから、そこは柔軟に、執行部が出

している議案だからいなきゃいけないという発

想になる必要はないんだと思います。 
  これは、今後も含めてですけれども、いろん

なところで、討議の中で意見はどんどん皆さん

活発に出るということですから、この前回、テ

スト的にやりましたけれども、もっと場数を踏

んで、経験詰んで、今回の中で出た部分を、そ

の申合せの修正も含めてもっと数をこなして慣

れることが非常に重要なんじゃないかなと感じ

ました。 
○工藤日出夫委員長 今、大嶋委員の、いわゆる

執行部が退席をすることをある程度認めても、

認められるような状況はこういう状況なんです

よという意見については、そういう意見もある

なとは思いながら伺っていましたけれども、島

野委員は健康福祉でしたかね。 
○島野和夫委員 初めての討議ということで、先

ほど委員長がおっしゃったとおり、自分以外の

委員の皆さんの話、意見を聞くことによって、

またその議論が深まるということは実体験させ
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ていただいて、非常によかったかなと思います。 

  また、その一方で、先ほど毛呂議員からもあ

ったその執行部の在席については、私も、臨機

応変にその場の状況、その議案の内容、それに

よって、委員長が中心となって判断していただ

くのがいいのかなと思いました。また、必要に

応じてそういった傍聴とか、執行部の傍聴とか

も検討して、そういった臨機応変な対応が今後

検討されるべきだと思います。 

  やはり私が思ったのが、桜井委員の意見もあ

りましたが、その広がり過ぎないように、ただ

時間だけ経過するということではなくて、その

辺の、やっぱり委員長の采配は非常に重要にな

ってくるのかなというふうに思いましたので、

初めてのことなので、ここからまたいい方向に

進んでいければと思います。 

○工藤日出夫委員長 今、島野委員からも健康福

祉の状況も踏まえながら、今、ほかの委員会、

委員長の報告を聞きながら、この課題について

は、これから続けていく中で熟成させていく必

要があるのかなというようなことだったと思い

ます。 

  中村副委員長はいかがでございますか。 

○中村洋子副委員長 健康福祉では、大体30分く

らいの時間だったんですけれども、委員長の采

配の中で、やはり、委員間討議をしていきまし

ょうとの提案の中で、手を挙げたり指名したり

しました。委員間討議としては、意見は聞ける

けれども、この意見に対して自分はどうなのか

というところまではいかなかったので、これか

らそういうふうな観点で話し合っていくという

ことも、慣れてくればできるのかなと思いまし

た。 

○工藤日出夫委員長 全体の各委員長、または委

員からの今回、試行的に実施したことについて

は、前向きに今後取り組んでいく必要があるん

じゃないかというようなことだったんだと、私

は受け止めました。 

  議長は、大変お疲れなことだったと思います

けれども、３つの委員会に出られたということ

を伺っていますけれども、どんな３委員会の状

況を、傍聴していてどんな感じでもって受け止

めましたでしょうか。 

○保角美代議長 ３委員会参加させていただいた

のですが、研修にあったように、皆さん議員さ

んなので、意見はもう幾らでも、無尽蔵に出て

くるなという感じだったんですけれども、ただ、

その本当に討議という形になったかなというの

はちょっと疑問なところです。それぞれ意見は

言うんだけれども、その意見に対してはこうじ

ゃないかとかと、そういう討議にはなかなか進

めなかったなというのは見ていて感じました。

それと、意見をどんどん言うので、分散してい

くんですよね。もう話題がどんどん広がってい

って、そこを、本当にファシリテーターをする

委員長がどう取りまとめていくかという、その

委員長の手腕というのはとても重要になってく

るかなと見ていて思いました。 

  それと、先ほど桜井委員がおっしゃった最終

的にはどう合意形成をつくっていのかという、
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そのプロセスですね。そこのプロセスを、やは

りちゃんと踏んで、多分、何かもう一個資料が

あってやっていたんですけれども、なかなかそ

のようにはいかなかったなと思いました。現実

的には、もし議案を議題とするのであれば、多

分、もっと臨場感がある話になったでしょうし、

あと請願、２委員会は請願でしたが、請願者が

ここにいるという状況でやる難しさとかという

のは、本当に回を重ねて、私たちも、自分自身

も磨きながらやっていかなきゃいけないなと思

うところでした。 

○工藤日出夫委員長 ３委員会を傍聴して、この

委員間討議は、やはりそれなりの議会の熟議、

または合意形成を図っていくための手段として

は極めて有効性があるなというような御認識は

いかがでございましたか。 

○保角美代議長 今までも、委員会をいったん休

憩にして委員間討議と、むしろもっと鋭角に議

論して、例えば、修正案を出そうかとか決議を

つくろうかとか、そういう形でやってきたもの

を公開という形で、今回、委員間討議をするん

であれば公開という形になりますので、今まで

やってきたことをより見える化して、議員がど

ういう判断をして、何のプロセスでどう判断し

たのかというのが見えてくるということではと

っても意義深いことだなと思いました。 
  普通、賛否となったときに、休憩をする間も

なく賛否をとって、討論で自分の訴えをしたり

しますけれども、やっぱり、その合意形成プロ

セスの中にこういうお互いにキャッチボールを

して討議をするということは、とても有意義だ

と感じました。 
○工藤日出夫委員長 これから議案を中心にして

委員間討議が行われるということになると、ま

ずは、委員間討議に入る前の議案審査、ここが、

やっぱり非常に大きなポイントなのかなと。こ

こでもって相当の材料を自分自身で仕込んでい

っちゃう。仮にこういう形になったときにとい

う形にならないと、議案からどんどん外れてい

ってしまうので、逆に、委員間討議が行うとい

う前提に立てば、議案審査そのものが、これま

た違った形で議案審査に臨んでいくという必要

があるのかなと、伺いながらそんな感じは持ち

ましたね。要するに、情報なり何なり議案の中

身なりをきちんと仕込んでおかないと、議員間

討議いったときにどうすればいいのかなという

ふうになっちゃうことがあるので、委員間討議

だけの問題じゃなくて、これまでの議案審査そ

のものの中身が少しずつ変わっていくような、

何かそんな印象も、僕は参加しながら思ったん

ですけれどもね。 
  これで、１回目はこれで終わりました、次に

ある、仮に議案でやるとすれば３月議会の予算

か何かという形になっていくんだろうと思うん

ですけれども、これ、閉会中のこの議会改革委

員会そのものが、多分、委員間討議の一番のそ

の場だというふうに私は思いながら、今、ずっ

と進めているんですけれども、テーマ活動を各

常任委員会ごとに持っているとすれば、閉会中

に多少テーマ活動の中でも少し経験してみると
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かというようなことを進めながら、最終的には、

委員間討議ないしは議員間討議は行いますよと

いう前提でガイドラインをつくっていきたいと

いうふうに考えているんですけれども、この委

員会の中でももう少し議論をしながら、ガイド

ラインの策定に向けて進んでいきたいと考えて

いるんですけれども、いかがでございましょう

か。何か御意見ありますか。 
○大嶋達巳委員 先ほど、その委員間討議やった

けれども、その出した意見に対してさらにそれ

にというのがなかったということでした。今や

っているこの特別委員会も、基本的には委委員

長が指して、それで拾って、委員長がコメント

してみたいになっていますから、そこを委員長

が言うんじゃなくて、ほかの委員から今の意見

に対してどうだというような形式で、この特別

委員会自体をそのような運営をしてみたらいか

がですか。 
○工藤日出夫委員長 この今まで議会改革の前半

は、全体をちょっと俯瞰したいなというような

ことで、これから定数削減するか、しないか、

上げるか上げないか、いや、上げたほうがいい、

下げたほうがいい、現状のままがいいというの

でそれぞれの議員出てくると思うので、後半戦

はそういう形にしようかなと。だから今、全体

の状況を把握するような形で今まで進めてはき

たんですけれども。 
  それでは、この先、また市民との意見交換会

を踏まえた上で、月２回ぐらいペースぐらいで

改革委員会を進めていきたいと思っております

ので、その中でも、できるだけ私も委員間討議

の形に慣れるように、形で進めていきたいと思

いますけれども、取りあえず、まずは委員間討

議はやるという前提で進めていくということで

よろしいですかね。 
〔「異議なし」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 分かりました。 
  では、そういう形で、これからの委員会の中

でもそういったことを踏まえた上での委員会と

いう運営にしていきたいと思いますので、よろ

しく御協力のほどお願いをいたします。 
  ほかの委員から、何かその他のことで御発言

ありますか。 
〔「ないです」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 ありませんか。 
  では、ないようですので、以上で本日の日程

の全てを終了いたしました。 

  副委員長より閉会の挨拶をお願いいたします。 

○中村洋子副委員長 以上で、第11回議会改革特

別委員会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ４時２８分 

 


